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In brief 

BEPS 最終報告書行動 7（恒久的施設認定の人為的回避の防止）の勧告に基づく、2017 年の OECD モデ

ル租税条約改訂（以下、「改訂モデル租税条約」）を踏まえた、BEPS 防止措置実施条約（以下、「MLI」）が

我が国においても 2019 年 1 月 1 日に発効し、我が国の法人税法及び所得税法で規定されている恒久的

施設（PE）の定義等についても平成 30 年度税制改正において見直しが行われました。さらに、改正法のよ

り具体的な解釈指針として、PE 関連改正通達（法人税法基本通達及び所得税法基本通達）が、2018 年 12

月 21 日に発遣され、その趣旨解説が 2019 年 4 月 11 日に公表されました。  

 

これらの改正は、概ね改訂モデル租税条約第 5 条の規定を織り込んだもので、PE 認定の人為的回避防止

措置として、代理人 PE の範囲や準備的・補助的な活動の範囲が見直され、建設工事等の期間の判定に係

る主要目的テストの導入が措置されました。このように、PE 規定の国際的なスタンダードに合わせた国内法

の改正が行われる一方で、改訂前のモデル租税条約に基づいて我が国が締結した租税条約も多数存在す

ることから、租税条約において国内法上の規定と異なる定めがある場合の適用関係も明確化されました。

PE 関連の改正は、外国法人の 2019 年 1 月 1 日以後開始事業年度の法人税から適用されます。 

 

本号では、近年の租税条約の動向も踏まえ、上記の改正が及ぼす投資活動への影響について解説いたし

ます。 

 

 

 

In detail 

1. 平成 30 年度税制改正の概要 

(1) PE 認定の人為的回避の防止措置 

BEPS 最終報告書行動 7 の勧告では、PE 認定の人為的回避の防止措置として、①「従属代理人」 の定

義の拡大（コミッショネア・スキーム等への対抗）、②PE 認定の例外とされる準備的・補助的性質の活動の

範囲の見直し（準備的・補助的性質の活動が企業の本質的な部分を構成する場合は PE 認定の例外から

除外、事業活動の細分化防止規定の創設）、③建設工事等の契約分割を通じた PE 認定回避の防止規定

の創設（期間の判定に係る主要目的テストの導入）、の勧告が行われ、それらを踏まえた OECD モデル租

税条約の改訂及び MLI の策定が行われました。 

 

平成 30 年度税制改正では、PE の範囲については従前の区分（支店 PE、建設 PE、代理人 PE）を維持し

つつ、BEPS 行動７の勧告に関連した PE 認定の人為的回避の防止規定を整備し、加えて、現行の多くの

租税条約等の規定から乖離した規定の見直しが行われました（支店 PE を限定列挙から例示列挙の規定と

し、在庫保有代理人や注文取得代理人を代理人 PE から除外する等）。 
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(2) PE から除外される活動の、「準備的、補助的な性格」の意義 

改正後の法人税法施行令第 4 条の 4 第 4 項において PE を有するとはされない場所が示されていますが、

その全ての場所においてその場所において行う活動が準備的、補助的な性質のものである場合に限り PE

から除外されることとなりました。この改正は、改訂モデル租税条約第 5 条 Paragraph 4、Paragraph 4.1 

の規定を取り入れたものです。したがって、PE から除外される場所における活動の要件である、「外国法人

の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもの」の意義が重要となりますが、その解釈指針として、

通達の規定が新設されました。まず、「準備的な性格のもの」とは、外国法人としての活動の本質的かつ重

要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動で、その活動期間の長短によら

ない、とされています1（法基通 20-1-2）。 

 

また、「補助的な性格のもの」とは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、

その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいい、例えば、以下のような活動は含まれな

い、とされています（法基通 20-1-3）。  

 

①事業を行う一定の場所の事業目的が外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の

場所において行う活動 

②外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動 

③顧客に販売した機械設備等の維持、修理等（当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動

を除く。） 

④専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ 

⑤地域統括拠点としての活動 

⑥他の者に対して行う役務の提供 

 
 

 
 

(3) 契約締結代理人 

代理人 PE に該当するものとして、改正前は、常習代理人、在庫保有代理人、注文取得代理人が定義され、

独立代理人は代理人 PE から除外されていました。改正後は、従前の常習代理人のみが規定され、その対

象となる契約に、物品の販売等に関する契約、役務提供のための契約が追加されるとともに、代理人 PE と

なる代理人の活動に「契約の締結に繋がる主要な役割を担うことと」が追加されました。また、独立代理人の

うち関連者（専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係（注）にある者に代わって行動する者）は、

                                                      
1 改訂モデル租税条約 コメンタリー Article 5, Section 60 の内容を踏まえたものと考えられます。 
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除外されて代理人 PE に含められることになりました。これらは改正後の法人税法施行令第 4 条の 4 第 7

項、8 項及び 9 項に規定されていますが、改訂モデル租税条約第 5 条 Paragraph 5、6、8 の規定を取り入

れたものです。  

 

なお、上述した代理人 PE となる代理人の活動の認定要件の一つである、「契約の締結のために反復して

主要な役割を果たす者」の意義については、通達の規定が新設され、法人税法施行令第 4 条の 4 第 7 項

に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、外国法人の商品について販売契

約を成立させるために営業活動を行う者が、例として挙げられています（法基通 20-1-6）。 

 

(4) PE の定義が租税条約と国内法で異なる場合の適用関係 

租税条約の規定と国内税法の規定とが競合する場合には，租税条約の規定が優先的に適用されることが

憲法の規定で担保されており（憲法 98②）、国内源泉所得について国内法と租税条約に異なる定めがある

場合には，その租税条約に定めるところによるとされています（法法 139①）。  

 

一方、恒久的施設の定義に ついては、租税条約と国内法の規定に乖離が生じた場合にどのような適用関

係となる か、これまで、租税条約や国内法において 明確な規定は置かれていませんでした。我が国が締結

した租税条約には、2017 年改訂前のモデル租税条約等を規範として策定された租税条約も多く存在するこ

とから、平成 30 年度税制改正後の法人税法等における PE の定義が租税条約の規定と異なることが想定

されますが、改正後は、そのような場合には租税条約の PE 規定によることが明確化されました（法法２十

二の十九）。 

 

2. 我が国の租税条約における PE 規定と平成 30 年度税制改正の影響 

我が国が MLI の対象租税協定国としている国のうち、MLI 第 12 条（代理人 PE）、第 13 条（準備的・補助

的活動）の規定を選択している国 2との租税条約は、MLI の両国への発効により、当該国から日本への投

資について、上記の改正による PE の規定が適用となります 3。 

 

MLI の対象租税協定国ではない国との租税条約の場合でも、改訂モデル租税条約の PE 規定を取り入れ、

近年発効した条約又は署名された条約 4についても同様です。 

 

なお、改訂モデル租税条約の PE 規定を採用している租税条約締約国への我が国企業からの投資につい

ても同様に上記の改正による PE の規定が適用となりますが、特に投資が既に行われている場合において、

従前の企業活動が新たな PE 認定リスクを生じさせることはないか、新しい PE 規定に照らして慎重に検討

することが必要になります。 

 

改正された通達の趣旨解説、及び MLI の適用関係につきましては、下記の URL をご参照ください。 

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/181212/index.htm 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm#a05 
 
 
 
 

 

                                                      
2 MLI 第 12 条（代理人 PE）の適用を選択している国は、イスラエル、インド、インドネシア、オランダ、スロバキア、トルコ、

ニュージーランド、ノルウェー、フィジー、フランス、メキシコ、ルーマニア、第 13 条（準備的・補助的活動）の適用を選択し

ている国は、アイルランド、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、オーストラリア、オランダ、クウェート、 

スロバキア、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、フィジー、フランス、ポルトガル、南アメリカ、メキシコ、ルーマ

ニア 
3 イスラエル、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、スロバキア、フランス、シンガポール、アイルランド、スウェー

デン、ポーランド、フィンランド各国との MLI は既に発効、オランダは 2019 年 7 月 1 日、ルクセンブルグは同年 8 月 1

日、アラブ首長国連合は同年 9 月 1 日にそれぞれ発効し、そのうち PE 条項を選択している相手国との間で MLI の PE

規定が適用される 
4ベルギー、エクアドル、コロンビア、デンマーク、クロアチア、スペイン、アイスランド、オーストリア、ロシア、エストニア、 

リトアニア、ラトビア、チリ等との間での租税条約等 

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/181212/index.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm#a05


Japan Tax Update 

 
 

PwC 
4 

Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  

〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 

電話 : 03-5251-2400（代表）  

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com 

www.pwc.com/jp/tax 

 

パートナー  

高野 公人 

パートナー  

鬼頭 朱実 

 

ディレクター  

浅川 和仁 

ディレクター  

荒井 優美子 
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